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6 . 繰上返還
全額又は一部の繰上返還を希望するときは，繰上返還を希望する月の振替日の1か月前までに，
何回分を返還するのか，本機構（裏表紙参照）に郵送，電話，FAXで連絡してください。「繰上
返還申込書」を受けつけましたら，改めて27日の振替日に引き落とされる金額を中旬から20日
くらいまでに文書で連絡いたします。一部繰上返還をした場合，次回以降の返還期日を繰り上
げて，返還することになります。〔様式は27頁参照〕
　なお，繰上返還をした場合は，その繰上にあたる期間の利息はかかりません。ただし，繰上
返還をしても据置期間利息（12頁参照）はかかりますのでご注意ください。 
　また，返還誓約書に繰上返還希望の旨を記入しても繰上返還はできませんのでご注意ください。
　※半年賦併用返還（月賦と半年賦返還の併用）の方が，一部繰上を希望する場合の回数は
　　6回以上（当月＋5回以上）となります。
 

7 . 返還期間（回数）の変更

（1）本機構で複数の奨学金の借用を受けた場合
第二種奨学金のほかに，第一種奨学金の借用を受けた場合など二口以上の返還金がある人は，
それぞれの借用金額の合計金額を「奨学金返還年数算出表」（下表参照）の基礎額で割って得
た返還年数で返還することができます。返還期間の変更を希望する場合は，期間変更を希望す
る月の2か月前に申し出てください。〔様式は28頁参照〕ただし，延滞した場合は認められません。

〔例〕 高等学校で第一種奨学金 612,000円
を借用した場合の返還年数は

大学で第二種奨学金 2,400,000円
（612,000＋2,400,000）÷170,000円＝17.7年 17年間となります。

（2）期間短縮をする場合
返還誓約書の返還期間を短縮する場合は，あらかじめ本機構に連絡してください。ただし，
延滞した場合は認められません。

奨学金返還年数算出表
借用金額を基礎額で割って得たものが返還年数です。端数は

切捨になります。返還回数は9頁を参照してください。

借 用 金 額 基礎額

30,000円

40,000円

50,000円

60,000円

70,000円

80,000円

90,000円

100,000円

110,000円

120,000円

130,000円

140,000円

150,000円

160,000円

170,000円

総額の20分の1

200,000円以下

200,100円～400,000円

400,100円～500,000円

500,100円～600,000円

600,100円～700,000円

700,100円～900,000円

900,100円～1,100,000円

1,100,100円～1,300,000円

1,300,100円～1,500,000円

1,500,100円～1,700,000円

1,700,100円～1,900,000円

1,900,100円～2,100,000円

2,100,100円～2,300,000円

2,300,100円～2,500,000円

2,500,100円～3,400,000円

3,400,100円以上









Ⅳ 機関保証制度に加入している方へ
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　機関保証制度に加入していても，奨学金はあなた自身が責任をもって返還しなければなりません。
　奨学金の返還を延滞し，延滞が一定期間以上となった場合，あなたの個人情報（延滞情報）が個人信用情報機関
に登録されます。さらに延滞が続いた場合，機構は保証機関（財団法人日本国際教育支援協会）に対し,あなたの
奨学金の返還残額（元金，利息，延滞金の合計額）を請求します。保証機関はあなたの奨学金の返還残額を機構に
支払いますが，その後，あなたに対し，機構に支払った額を一括して請求します。

　※保証機関があなたの代わりに奨学金の返還残額を機構に支払っても，あなたの返済の義務がなくなるわけでは
　　ありません。

①あなたが奨学金の返還を延滞した場合，機構はあなたに対し返還の督促を行います。
②延滞が一定期間以上となった場合，あなたの個人情報（延滞情報）が個人信用情報機関に登録されます。
③さらに延滞が続いた場合，機構は保証機関に対し，あなたの奨学金の返還残額（元金，利息，延滞金の合計額）
を請求します。〔代位弁済請求〕
④保証機関があなたの奨学金の返還残額を機構に支払います。〔代位弁済〕
　また，あなたの個人情報（代位弁済の情報）が個人信用情報機関に登録されます。
⑤保証機関があなたに対し，機構に支払った額（代位弁済額）を一括して請求します。〔求償権の行使〕
⑥あなたは保証機関に対し,代位弁済額を返済しなければなりません。また，代位弁済額の返済が滞ったときは，
年10％の遅延損害金が加算されます。返済に応じない場合，法的措置（財産，給与の差し押さえ等）が執られます。

　次の（1）から（3）のいずれかに該当する場合は，あなたが支払った保証料の一部を保証機関からお返しする場合
があります。
（1）全額繰上返還をして，返還期間が短縮され，返還が完了したとき。
（2）一部繰上返還をして，返還期間が短縮され，返還が完了したとき。
（3）機構の返還免除の適用を受け，返還が完了したとき。
　お返しする保証料の振込先は，原則として奨学金振込口座又は返還金自動引落し口座となります。た
だし，死亡による返還免除の場合は，機構に「奨学金返還免除願」を申請した方へお返しすることにな
ります。

○奨学金の返還を延滞した場合

【保証料の返戻】

奨学生
（返還者）

①　延滞 ②　延滞情報
日本学生支援機構

日本国際教育支援協会
（保証機関）

個人信用
情報機関

①　督促 ④　代位弁済の情報

⑤　代位弁済額の請求
　　（求償権の行使）

⑥　代位弁済額の返済

④　

代
位
弁
済

③　

代
位
弁
済

　
　

請
求
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